
審 査 基 準 表 

（災害から命を守る「自助の備え」緊急支援事業業務委託） 

【項目】 【審査内容】 【配点】 
【評価基準

の掛率】 

１基本事項 ①事業目的及び

事業内容の理解

度 

本事業の目的等を十分に理解しその実現に資

する推進方針や創意工夫が盛り込まれている

か。 

１０ 2 倍 

②実績・信頼性 同種・類似業務の遂行実績があり、関係機関

や民間企業との調整・連携を円滑に行える能

力を有しているか。 
５ 1 倍 

２提案内容 ①キャンペーン

名称の決定 

災害から命を守る「自助の備え」緊急支援事

業への興味関心を惹くものとなっているか。 

 
１０ 2 倍 

②テレビ CM・

SNS 広告・チラ

シ・サイトの制

作 

本事業を県民にわかりやすく伝え、対象商品

の購入につながるものとなっているか。 
３５ ７倍 

③広報戦略 SNS とマス媒体を連動させた戦略的な広報

および緻密な分析（KPI 設定）がなされてい

るか。 
１０ ２倍 

④その他 上記のほか、最新のトレンドや技術、地域特

性を活かした、業務目的達成に資する独自の

付加価値提案があるか。 
２０ ４倍 

３費用対効果 各業務への配分が適切であり、高い費用対効

果が期待できる積算となっているか。 
１０ ２倍 

【合計】 １００  

 
 
【審査方法】 

（１）委員は、各項目について審査を行い、採点する。 

（２）全ての委員の点数を集計する。 

（３）集計の結果、合計点数が最も高い参加者を受託候補者として決定する。 

      なお、点数が同点の場合は、委員の協議により決定する。 

（４）委員の合計点数が最低基準点である２４０点（満点４００点×６割）以上になった   
参加者がいなかったときは、受託候補者を決定しない。 

（５）参加者が１者だけの場合、委員の合計点数が最低基準点である２４０点  
（満点４００点×６割）以上になったとき、その参加者を受託候補者として決定する。 

 

 
【評価基準（５段階）】 

非常に優れた提案 優れた提案 標準的な提案 やや劣る提案 劣る提案 

５ ４ ３ ２ １ 

 
 


